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   開設場所：字中央町２５（スポーツセンター横） 
   開設期間：平成３０年７月１日（日）～９月９日（日） 

   区      分 時      間 

７/１（日）～７/25（水） 
午前の部 １０時 ～ 正午 

午後の部  １時 ～ ５時 

７/26（木）～８/19（日） 

午前 １０時 ～ 正午 

午後  １時 ～ ５時 

夜間の部  ６時 ～ ８時 

８/21（火）～９/９（日） 
午前の部 １０時 ～ 正午 

午後の部  １時 ～ ５時 

上記の期間の日曜日及び祝日 
午前の部 １０時 ～ 正午 

午後の部  １時 ～ ５時 

   ※但し、幼児・小学生・中学生は、午後４時までとします。 
※毎日、正午から午後１時までは、プール点検のため閉館します。 
※幼児・小学生・中学生の夜間の利用は、保護者同伴とします。 
※使用料は無料です。 
 

休 館 日 
毎週月曜日が休館日です。 
但し、７月１６日（祝日）、お盆期間を除く夏休み期間中は開設します。 
（休館日：７月  ２日、７月 ９日、７月２３日、８月１３日、８月１４日、 

８月１５日、８月２０日、８月２７日、９月 ３日） 

持 ち 物 
１水泳帽  ２水着  ３バスタオル ４用具入れバック  
５ビニール袋（濡れた物を入れる） 

 

問い合わせ 

プールの利用に関するお問い合わせは、新冠町民スポーツセンターへ 
                      （℡０１４６・４７・２９２２） 

開 設 期 間 等 

★入館することのできない人 
・お酒を飲んでいる人 
・公の秩序、又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められた人 
・トラホーム等伝染性の疾患があると認められた人 
・他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品の携帯もしくは動物をつれている人 
・保護者を伴わない未就学児 
・その他管理人の指示に従わない人 
 

★泳いではいけない人 
・風邪をひいている人 
・病気のときや、病気のすぐあとなど体の弱っている人 
・食事のすぐ後や、おなかの特にすいている人 
・できもの、きず、移りやすい目や皮膚の病気にかかっているとき 
・ 

★泳ぐときは次のことをぜひ守ってください 
（１）着替えは、必ず更衣室で行って下さい 
（２）泳ぐときは、指輪、ネックレス、時計、又はこわれやすいものを持ち込まないで

下さい 
（３）水泳帽を必ずかぶって下さい 
（４）プールに入る前、必ずトイレに行き充分シャワーを浴びて下さい 
（５）プールに入る前、必ず準備体操をして足から静かに入って下さい 
（６）水着などは、よく洗った清潔なものを用意しましょう 
（７）プールの周りで走ったり、ふざけないで下さい 
（８）プール内で潜水や飛び込み、おぼれたまねをしないで下さい 
（９）プール内に食べ物等を持ち込んだり、物を食べながら泳がないで下さい 
（10）プール内やプールサイドで手鼻をかんだり、つばをはいたり、おしっこをして 
   はいけません 
（11）連続水泳時間は、おおむね３０分以内として下さい 
（12）泳ぎが終わったら、目をよく洗い、シャワーで体を洗って下さい 
（13）管理人の指示に従って下さい 

使用上次のことを守ってください 


